
常時使用する従業員の数が 人（商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、 人）以
下の会社及び個人が組合員の 以上で組織された組合（小企業者組合という）が行う組合研究集会（組
合の組織強化、組合の運営の向上、事業の発展向上及び組合員経営の近代化等を行う場合）又は小企業者
組合のうち、他の模範となる組合をモデル組合に指定すると共に当該組合が行う教育情報提供事業等及び
他の小企業者組合に対する成果普及事業に対して、次の通り助成致します。

組合予定）

謝金、旅費、会場借料、資料費等に要する経費であって、 円以上の場合は 円を助成します。

組合予定）

教育情報提供事業（組合機関誌発行等）
謝金、旅費、資料費、備品費、印刷費等に要する経費であって、 円以上の場合は 円

を助成します。
成果普及事業（組合パンフレット作成）
印刷費及び通信運搬費で、 円以上の場合は 円を助成します。

イ．上記 、 とも実施すること。
ロ．専従役職員がいること。
ハ．直近 ヵ年決算において連続して欠損及び正味財産が出資金を下回っていないこと。
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